
 
 
 
 
 
報 道 関 係 各 位 

 
農業と観光を満喫！アグリツアー＆地域交流イベントを開催 

 

 本県では、農業を起点として観光など多様な分野が連携し、農業における労働力不足の

解消と関係人口の創出に向けた取組みを行っております。 

このたび、鶴岡市において、旅行合間に農作業を取り入れた「アグリツアー」を実施す

るとともに、地域の方々とのふれあいを通して本県に愛着を深めてもらうための「地域交

流イベント」を下記のとおり実施します。 
つきましては、当日の取材について、よろしくお願いします。 
  

記 
 
１「地域交流イベント in 鶴岡市鼠ケ関地区」 

(1) 日  時 令和７年 11月５日(水) 午後６時～午後８時 

(2) 場  所 山形県鶴岡市鼠ヶ関乙 41-１「山形県漁業協同組合念珠関総括支所」 

(3) 内  容 アグリツアーにご参加いただく方々を対象に、地域の魅力を体感できる 

特別企画を実施（別添資料１参照） 

① 鼠ヶ関夕ゼリ見学 

② 自然体験を通したまちづくり・観光振興を目指す団体等との交流会 

 

２ 焼畑あつみかぶの収穫・選別作業「アグリツアー」 

(1) 日  時 令和７年 11 月６日(木) 午前 10 時～正午（受付開始：午前９時 45 分） 

(2) 集合場所 山形県鶴岡市温海戊 577 番地 1「鶴岡市温海庁舎」 

※集合場所から作業場所までご案内します（車で約 15 分） 

(3) 内  容 焼畑あつみかぶ収穫・選別作業（別添募集チラシ参照） 
 

３ 参 考 
本事業は、山形県、全国農業協同組合連合会山形県本

部（ＪＡ全農山形）及び株式会社ＪＴＢの三者連携協定
の一環として実施するものです。（別添資料２参照）  

今回は、鶴岡市にもご協力いただき、地域と一体と
なった企画を実施するものです。 

【問い合わせ先】 
○ 事業の全体概要について 

山形県農林水産部農業経営・所得向上推進課  
課長補佐（農業経営担当）武田 公智 

         TEL：023-630-2286 
 

広報監 農林水産部次長 小泉 篤 

○ 各事業・イベント等の詳細について 
ＪＡ全農山形 営農企画部  営農支援課 

   佐藤 大輔  TEL：023-634-8134 
（緊急連絡先） TEL：090-5846-0228 

株式会社ＪＴＢ 広報室 
          TEL：03-5796-5833 

鶴岡市 温海庁舎 産業建設課 
  上野 直也  TEL：0235-43-4616 

 

令和７年 10 月 29 日 

山 形 県 
Ｊ Ａ 全 農 山 形 

株 式 会 社 Ｊ Ｔ Ｂ 
鶴 岡 市 
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17：30 頃：
宿泊施設 発

18：00 頃：
夕ゼリ見学体験         

   港の概要と水揚げされる魚種についての
説明後、夕ゼリを見学をお楽しみください。

（所要時間 約50分）

19：00 頃：
地域交流イベントと夕食

鮨処 朝日屋にて庄内浜で揚がった寿司を

ご堪能ください。
     （所要時間 約60分）

20：30 頃：
宿泊施設  着

※出発地・出発時間の詳細は後日連絡いたします。

2025年11月5日 水鼠ヶ関地区

地域交流イベント

参加費
無料

鼠ヶ関夕ゼリ見学＆庄内浜の寿司ディナー体験

庄内浜の最南端に位置する、鼠ヶ関港
この漁港の市場には、全国でも珍しい「競り」の方法が今も残っています。
全国に2か所しかない、伝統的な競りを見学します。

見学 鼠ヶ関夕ゼリ見学
日本に2か所しかないセリ見学

18：00 鼠ヶ関港に集合
18：10 地曳網漁と庄内浜について説明

港の概要と水揚げされる魚種に
ついて説明します。

18：20 セリ見学（約30分）
活気あふれるセリの様子を

間近でご覧いただきます。

18：50 見学終了

※天候により、水揚げの時間や内容が変動する場合がございます。
※悪天候により漁に出ることができない場合には

セリの説明・会場のみ見学となります。

鮨処 朝日屋
庄内の食材をふんだんに使ったお店

鼠ヶ関港から直接仕入れた、鮮度抜群の魚介類を提供。懇
親会では地魚のお寿司をご用意し、「NPO法人自然体験温
海コーディネット」による
地域への取組のお話や
漁師さんとの交流などで
お楽しみいただくことを

予定しております。

懇親会

行 程 表

ねずがせき

焼畑あつみかぶ収穫・選別ツアー参加者限定

資料１



収穫の様子（ イメ ージ）

焼畑（ イメ ージ）

JTBアグリ ワーケーショ ン�
～旅行も 仕事も 農業も 楽し も う ！～

・ こ のツアーは、 山形県内農業生産者様を支援するため、 株式会社JTBが企画・ 実施する募集型企画旅行です。

・ ツアー参加者は株式会社JTBと 雇用契約（ 期間限定のアルバイト 契約）を結び、農作業に従事いただきます。その対価とし て賃金が支払われます。

鶴岡市

かぶ畑（ イメ ージ）

かぶ畑
（ イメ ージ）

あつみかぶ（ イメ ージ）

かぶ畑（ イメ ージ）

収穫 　 選別

焼畑あつみかぶ

焼畑あつみかぶ
ブランド 力向上対策

協議会

または

山形県農作業ツアー 参加者募集

■ご 旅行期間： 2 0 2 5 年1 1 月4 日（ 火） 〜1 1 月6 日（ 木） < 2 泊3 日>
　 　 　 　 　 　 　 　  （ 農作業1 日、 半日農作業2 日、 地域交流イ ベント 1回）

お申し 込みは
こちらから

アグリツアーの
ご紹介動画は
こ ちら から

■ご 旅行代金（ お客様お支払い額）

1 〜 4 名
1 室利用  12 ,8 00 円（ お一人様）

■ 募 集 人 員： 5 名

■ 最少催行人員： 4 名　 ※未成年の方の参加は不可。

■ 参 加 条 件： ・ JTBと の農作業条件を 承諾し 契約が出来る 方

　 　 　 　 　 　 　  ・ 別途アン ケート 調査に協力頂ける方

■ 添 乗 員： 同行しません。現地スタッフ がご案内いたします。

■ 食 事 条 件：  朝食2 回、 夕食1 回（ 交流イ ベン ト 参加時）：  

到着翌日〜帰着日まで（ 昼食、 夕食1 回は各自負担）

■ 宿 泊 施 設： 川端の宿東屋旅館、かし わや旅館 のいずれか

■ 募集締切日： 各日程の出発３ 週間前

■ 交 通 機 関： 宿泊施設〜農作業場所までの往復送迎

■ 旅行代金に含まれる も の

各旅行日程およびご案内に明示し た運送機関の運賃・ 料金（ 注釈のないかぎり エコノ ミ ークラ ス）、日程

表記載の宿泊費、入場料・ 拝観料、等及び消費税等諸税。こ れら の費用は、お客様の都合により 一部利

用さ れなく ても 原則とし て払い戻し いたしません。

※旅館と 農作業間は当社と の雇用契約に基づき、移動手段を手配します。

■ 旅行代金に含まれないも の

・  上記「 旅行代金に含まれるも の」 以外のも のは含れませんが、その一部を以下に例示し ます。

　  クリ ーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う 税・ サービス料・

運送機関が課す付加運賃・ 料金（ 例： 燃油サーチャ ージ） 、自宅から 発着地までの交通費・ 宿泊費・

行程に含まれない交通費などの諸費用など個人的性質の費用・ 旅行傷害保険

■ お申込・ 旅行代金支払い方法

・ 二次元バーコ ード より お申込みく ださ い
・  申込締切後、随時請求書をお送り いたします。記載の期日までにご旅行代金振込のお手続きをお願

いいたします。
・  先着受付順と なり 、定員になり 次第締切とさ せていただきます。（ 面接後正式申込と なります）
　 ＊ 申込後農作業契約の為の面接を実施し 、 農作業実施可能な事を確認後正式ツアー参加と なり ます。

日次 行　 　 　 　 　 　 　 　 程 食事

１
日
目

現地（ 旅館）まではお客様にてお手配く ださ い。
集合1 3：0 0  ※チェックインは1 5 時以降

旅館発 ‖‖‖‖‖‖ 農作業場所 ‖‖‖‖‖‖ 旅館

■農作業時間 １4：００〜１６：００（ 予定）

 【 あつみ温泉泊】

朝：各自

昼：各自

夕：各自
（ オプショ ンあり ）

２
日
目

旅館発 ‖‖‖‖‖‖ 農作業場所 ‖‖‖‖‖‖ 旅館

■農作業時間 9：００〜１5：3０（ 予定）

■地域交流イベント  1 7 :2 0 〜2 0：3 0
 【 あつみ温泉泊】

朝：○

昼：各自

夕：○

３
日
目

旅館発 ‖‖‖‖‖‖ 農作業場所 ‖‖‖‖‖‖ 旅館

■農作業時間 9：００〜1 2：００（ 予定）

朝：○

昼：各自

夕：各自

＊ 農作業勤務条件： 農作業を 3 日勤務 

＊上記スケジュ ールは交通機関・ 道路状況等の事由により 変更になる場合があり ます。

■農作業参加条件（ 契約） に関し て

・ 時給 1 ,1 0 0 円（ 予定）

＊ 1 ヶ月分（ 毎月 1 日〜末日） を翌月 1 0 日に銀行振込

・ 収穫または選別等その他関連する作業が出来る方。

＊初心者でも 対応出来る 作業です。

・  ご本人様と 面接後、 株式会社 JTB と 日雇いの雇用契約（ 期間限定のアル
バイト 契約） を締結します。

・  締結には個人口座、 マイナンバー情報と スマート フォン が必要です。

＊途中での帰宅、 日程の変更は出来ません。

・  天候等によ り 作業の中止、 労働開始、 終了時間の変更があり ます。

＊その際、 時給は実労働時間のみの支給と なります。

・ 勤務地、 勤務時間は選べません。

・ 昼食、 飲み物は各自用意頂き ます。

専用車 専用車

専用車 専用車

専用車 専用車

2 日目の作業後、
地域交流イベント に無料でご参加いただけます。

日時 1 1 月 5 日（ 水） 1 7 :2 0 〜 2 0 :3 0 頃

行先 鶴岡市鼠ケ関地区他

内容

鼠ケ関漁港タ ゼリ 見学、
地域交流と 庄内浜の寿司ディ ナー体験
※荒天時でセリ がない場合などは代替プログラ

ムと なります。

＊地域交流イ ベント

※ 宿泊施設での夕食をご希望の方は別途6 ,0 0 0 円（ 税別）で承ります。

夕食
付き！



羽黒山

＜農作業に必要な事前準備（ 自己負担）＞

＜ツアー（ 農作業）の申し 込みの流れ＞

◆農作業のご案内

・ 汚れても 良い動きやすい服装、 雨具（ 上下別のかっぱ）

・ スニーカー、 長ぐつ

・ 昼食（ 各自用意）

　 ＊購入方法は別途ご案内予定

農作業は当社の指示役または作業リ ーダーが指示致します

・ 飲み物

・ 手袋（ 厚手のゴム手袋）

・ 帽子

二次元
バーコードから

仮申込

先着順にて
申し込み受付

農作業
アルバイト の

面接

必要書類の
確認後、

ツアー参加決定

ご出発

13日前までに
お支払い

ツアー参加
アンケート
記入（ WEB）後

帰着 

ツアー終了後
3週以内に
賃金の入金（ 予定）

農作業イメ ージ

国内募集型企画旅行条件書（ 要約）  

◆近隣観光地
※旅行代金には含みません

（ イメ ージ）（ イメ ージ）

（ イメ ージ）

鶴岡市立加茂水族館

◆宿泊予定旅館情報

〒9 9 9 -7 2 0 4

山形県鶴岡市湯温海甲1 9 1

TEL:0 2 3 5 -4 3 -2 0 1 1

●JR 羽越本線「 あつみ温泉駅」

　 よりタ クシーで 5 分

かしわや旅館

（ イメ ージ）

（ イメ ージ）（ イメ ージ）

〒9 9 9 -7 2 0 4  

山形県鶴岡市湯温海甲1 7 1

TEL:02 35 -4 3-23 45

●JR 羽越本線「 あつみ温泉駅」

　 より タ クシーで約 5 分

川端の宿東屋旅館

（ イメ ージ）

（ イメ ージ）

（ イメ ージ）

収穫（ イメ ージ） 洗浄（ イメ ージ） 選別（ イメ ージ）

お申し 込みの際には、 必ず旅行条件書（ 全文） をお受け取り いただき、 事前に内容をご確認の上お申し 込みく ださ い。

●募集型企画旅行契約

こ の旅行は株式会社JTB　 ビ ジネスソ リ ュ ーショ ン 事業本部　 第四事業部

（ 東京都新宿区西新宿2 -1 -1　 新宿三井ビルディ ン グ3 1 階　 　 観光庁長官

登録旅行業第6 4号。 以下「 当社」 と いう ） が企画・ 実施する旅行であり 、

こ の旅行に参加さ れるお客様は当社と 募集型企画旅行契約（ 以下「 旅行契

約」 と いう ） を締結するこ と になり ます。 また、 旅行条件は、 下記によ る

ほか、 別途お渡し するご旅行条件書（ 全文） 、 出発前にお渡し する最終日

程表と 称する 確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によ り

ます。 当社約款をご希望の方は当社にご請求く ださ い。

●旅行のお申し 込み及び契約成立時期

⑴ 所定の申込書に所定の事項を記入し 、 下記のお申込金を添えてお申し 込み

く ださ い。 お申込金は、 旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。

⑵ 電話、 郵便、 フ ァ ク シミ リ その他の通信手段でお申し 込みの場合、 当社

が予約の承諾の旨通知し た翌日から 起算し て３ 日以内に申込書の提出と

申込金の支払をし ていただきます。

⑶ 旅行契約は、 当社が契約の締結を 承諾し 、 申込金を 受領し た時に成立す

るも のと し ます。

⑷お申込金（ おひと り ） ご旅行代金全額

●旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日から さ かのぼっ て 13 日目にあたる 日より 前

（ お申し 込みが間際の場合は当社が指定する期日までに） にお支払く ださ い。

また、 お客様が当社提携カ ード 会社のカ ード 会員である 場合、 お客様の署

名なく し て旅行代金、 取消料、 追加諸費用などを お支払いただく こ と があ

り ます。 こ の場合のカ ード 利用日は、 お客様から お申し 出がない限り 、 お

客様の承諾日と いたし ます。

●取消料

旅行契約成立後、 お客様の都合で契約を 解除さ れる と き は、 次の金額を取

消料と し て申し 受けます。

契約解除の日 取消料

旅行開始

日の前日

から起算

してさ か

のぼって

1 . 6 日目にあたる日以前の解除 無　 料

2 . 5 日目にあたる日以降の解除

　（ 3 〜 6 を除く ）
旅行代金の 20％

3 . 3 日目にあたる日以降の解除

（ 4 〜 6 を除く ）
旅行代金の 30％

4 . 当日の解除（ 5 を除く ） 旅行代金の 50％

5 .  旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 10 0％

●旅行代金に含まれるも の

各旅行日程およ びご案内に明示し た運送機関の運賃・ 料金（ 注釈のないか

ぎり エコ ノ ミ ーク ラ ス）、 日程表記載の宿泊費、 入場料・ 拝観料、 等及び消

費税等諸税。 こ れら の費用は、 お客様の都合によ り 一部利用さ れなく ても

原則と し て払い戻し いたし ません。

●旅行代金に含まれないも の

・  上記「 旅行代金に含まれるも の」 以外のも のは含れませんが、 その一部を

以下に例示し ます。

 ク リ ーニング代、 電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及び

それに伴う 税・ サービス料。 運送機関が課す付加運賃・ 料金（ 例： 燃油サー

チャ ージ）、 自宅から 発着地までの交通費・ 宿泊費。

・  行程に含まれない交通費などの諸費用など個人的性質の費用

●特別補償

当社は、 当社又は当社が手配を代行さ せた者の故意又は過失の有無にかか

わら ず、 募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、 お客様が募集型

企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により 、 その身体、 生命又は

手荷物上に被っ た一定の損害について、 以下の金額の範囲において、 補償

金又は見舞金を支払います。

・ 死亡補償金： 1500 万円 ・ 入院見舞金： 2 〜 20 万円

・ 通院見舞金： 1 〜 5 万円

・ 携行品損害補償金： お客様 1 名につき 〜 15 万円

　（ 但し 、 補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度と し ます。）

●「 通信契約」 を希望さ れるお客様と の旅行条件

当社提携クレジット カード 会社のカード 会員（ 以下「 会員」 と いいます。） より

「 会員の署名なく して旅行代金や取消料等の支払いを受ける」 こと（ 以下「 通

信契約」 と いいます。） を 条件にお申込みを 受けた場合、 通常の旅行条件と

は以下の点で異なり ます。（ 受託旅行業者により 当該取扱ができない場合が

あり ます。 また取扱できるカード の種類も 受託旅行業者により 異なり ます。）

⑴ 契約成立は、 当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信し

たと き（ e-m a il等電子承諾通知を利用する場合は、 その通知がお客様に到

達し たと き ） と し ます。 また申込時には「 会員番号・ カ ード 有効期限」

等を通知し て頂きます。

⑵ 「 カード 利用日」 と は旅行代金等の支払い又は払戻し 債務を履行すべき 日

を いいます。 旅行代金のカ ード 利用日は「 契約成立日」 と し ます。 また

取消料のカ ード の利用日は「 契約解除依頼日」 と し ます。 （ 但し 、 契約

解除依頼日が旅行代金のカ ード 利用日以降であっ た場合は、 当社は旅行

代金から 取消料を差し 引いた額を解除依頼日の翌日から 起算し て7 日間以

内をカ ード 利用日と し て払い戻し ます。 ）

⑶ 与信等の理由によ り 会員のお申し 出のク レ ジッ ト カ ード でのお支払いが

でき ない場合、 当社は通信契約を 解除し 、 規定の取消料と 同額の違約料

を 申し 受けます。 ただし 、 当社が別途指定する期日までに現金によ る旅

行代金のお支払いをいただいた場合はこ の限り ではあり ません。

●国内旅行保険への加入について

旅行先において、 けがをし た場合、 多額の治療費、 移送費等がかかる こ と

があり ます。 また、 事故の場合、 加害者への損害賠償請求や賠償金の回収

が大変困難である のが実情です。 こ れら の治療費、 移送費、 また、 死亡・

後遺障害等を担保する ため、 お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入

するこ と をお勧めし ます。 詳細については、 お問合せく ださ い。

●事故等のお申出について

旅行中に、 事故などが生じ た場合は、 直ちに同行の添乗員・ 現地係員・ 運送・

宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知く ださ い。（ も し 、

通知でき ない事情がある場合は、その事情がなく なり 次第ご通知く ださ い。）

●個人情報の取扱について

⑴ 当社及び販売店は、 旅行申込の際に提出さ れた申込書等に記載さ れた個人

情報について、 お客様と の連絡のために利用さ せていただく ほか、 お客様

がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそれら のサービスの受領の

ための手続きに必要な範囲内、 当社の旅行契約上の責任、 事故時の費用等

を担保する保険の手続き上必要な範囲内、 並びに旅行先の土産品店でのお

客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパン

フ レッ ト 及び最終旅程表に記載さ れた運送・ 宿泊機関等及び保険会社、 官

公署、 土産品店に対し 、 お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗さ れる

航空便名に係る個人データ を、 予め電磁的方法等で送付するこ と により 提

供いたし ます。

⑵ 当社及び販売店は、 旅行中に疾病・ 事故等があった場合に備え、 お客様

の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。 こ の個人情報は、

お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると 当社が

認めた場合に使用さ せていただき ます。 お客様は、 連絡先の方の個人情

報を 当社及び販売店に提供するこ と について連絡先の方の同意を 得るも

のとし ます。

⑶ その他、 個人情報の取扱いについては、 ご旅行条件書（ 全文） の「 個人

情報の取扱い」 を ご参照く ださ い。 なお、 当社の個人情報に関する お問

い合せ窓口は次の部署と なり ます。

　 株式会社 JTB お客様相談室

　 〒 140-8602　 東京都品川区東品川 2-3-11　

　 http s://w w w .j tb .co .j p /fo rm /inq uiry/w m fo rm .asp

●旅行条件・ 旅行代金の基準

この旅行条件は2025年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2025 年

10月1 日現在の有効な運賃・ 規則を基準と し て算出し ています。

お申込み・ お問い合せ先

株式会社 JTB ビジネスソリューショ ン事業本部 第四事業部
JTB農業労働力支援事務局〒163 -0 4 3 1  東京都新宿区西新宿 2 -1 -1  新宿三井ビルディ ング 3 1 階

TEL： ０３-５５３９-２７５７　 FA X： ０３-５５３９-２７５８　E-m a il： no hm eets@ j tb .co m
営業時間： 月〜金 9： 3 0 〜 1 7： 3 0（ 土・ 日・ 祝祭日休業）

（ 営業時間終了後の着信は翌営業日の取扱と さ せていただき ます。）

総合旅行業務取扱管理者： 前田 貴士　 　 担当： 満永

旅行企画・ 実施

株式会社 JTB ビジネスソリューショ ン事業本部 第四事業部
観光庁長官登録旅行業第 64 号 / 一般社団法人 日本旅行業協会正会員

/ 東京都新宿区西新宿 2-1 -1  新宿三井ビルディ ング 31 階 〒163-04 31

総合旅行業務取扱管理者と はお客様の旅行を 取り 扱う 営業所での取引に関する 責
任者です。 こ の旅行契約に関し 担当者から の説明にご不明な 点があればご遠慮な
く 左記の取扱管理者にお尋ねく ださ い。

企画協力

山 形 県

JA 全農山形

鶴 岡 市

https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
mailto:nohmeets@jtb.com


○ 本県では、令和５年度から、農業労働力不足の解消と、農を起点とした交流人口の拡大等を目的とした「元気な農業人材確保プロジェクト」の展開を
予定しており、山形県、ＪA全農山形及びＪＴＢの相互連携と協働による三者協定を締結し、プロジェクトの推進体制を強化する。

農業と観光との連携による農業人材創出に関する連携協定の概要

○ 農作業受委託の参加延べ人数
  （R4実績）2,141人日→（R5実績）3,015人日→（R6実績）4,208人日→（R7）7,000人日→（R8）10,000人日 

・農や食、SDGs等をテーマにした県内企業との交流会の開催
・「スタートアップステーション・ジョージ山形」を活用した異業種交流の

創出や、コワーキングスペースの提供

県内外の異業種交流機会の提供

農作業体験＋農村や地域の魅力を体感できる交流イベントの開催
やまがた暮らし･農村暮らし体験

農作業受委託モデルの構築

○ 協定の趣旨・目的
農業人材の確保をはじめとする本県農業の
課題の解決 及び 農を起点とした関係人口
の創出のための連携強化を図るもの。

○ 主な協定項目
・首都圏等からの農業に関心のある企業、人

材の本県への呼び込み
・農作業委託のニーズ把握と多様な人材との

農作業受委託の調整
・首都圏の人材等と県内の農業・他産業との

交流促進
・県産農産物等の地域資源やイベント情報の

広報誌、ＳＮＳ等による周知
・農作業体験や農業者等と交流する旅行商品

造成
など

連
携
協
定
の
概
要

目
標

・異業種交流による企業活動の活性化、ビジネスチャンス創出
・関係人口やリピーター観光客の増加による山形ファンの形成
・交流人口の拡大による農村集落の活性化

波
及
効
果

アグリワーケーション

・CSR,SDGs,健康経営等で地方と連携
・社員教育による人材育成
・異業種交流でのビジネスチャンス開拓
・自由で多様な働き方の実現

○ 農業を通した地域貢献によるCSRの実現
○ 現場感覚や新たな視点を持つ人材の育成
○ 従業員の心身のリフレッシュ、生産性の
    向上、健康経営の実現

企業・社員 〜 社員のワーケーションの合間に農作業に従事 〜

ニ
ー
ズ

メ
リ
ッ
ト

アグリキャンプ

・合宿を通したチームビルディング
・合宿費用、活動費の確保
・合宿先でしかできない経験

○ 空き時間の農業従事で活動費の獲得
○ 農作業体験を通したチームワーク醸成

部活・企業のスポーツチーム 〜 合宿のついでに農作業に従事 〜

ニ
ー
ズ

メ
リ
ッ
ト

アグリツアー

・山形の魅力を感じられる旅行
・農業、農村暮らし体験への憧れ
・より充実した旅行、満足感

○ 旅行＋ついでに農業従事で賃金を獲得
○ 旅先でしか得られない体験や交流

観光客 〜 旅行メニューとして農作業を体験 〜

ニ
ー
ズ

メ
リ
ッ
ト

協
定
締
結
に
よ
る
具
体
的
な
取
組
み

ＪA全農山形

・県内農家の作業委託ニーズ
取りまとめ

・農家との作業内容調整

ＪＴＢ
・首都圏等から多様な働き手を

呼び込み
・労働者を雇用、作業チームを

編成し農作業を受託

作業実施
会社員 観光客学生など

県外からの多様な人材

農 家

作業依頼 人材確保

労務管理

山形県

・プロジェクトの推進、調整
・多様な人材と他産業等との

交流の場の提供

主
な
役
割

○ 多様人材の活用による、
 自走できる農作業受委託モデルの実証・構築

○ 農を起点とした 関係人口の増加
○ 企業の農業分野への新規参入
○ 若者などの新規就農の増加

期
待
さ
れ
る
効
果

関係人口の
増加により

交
流
機
会
の

提

供

山形県

株式会社JTB

全国農業協同
組合連合会
山形県本部

三者連携協定の枠組み

○ 協定期間
令和９年３月31日まで

（延長の可能性あり）

○ 締結日
令和５年３月22日（水）

農
を
起
点
と
し
て
人
材
を
呼
び
込
む
新
た
な
ツ
ー
ル

（農林水産部・観光文化スポーツ部・産業労働部）

資料２


